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４　監査結果報告　　平成２３年１１月２５日

監査の結果（指摘事項） 措置（具体的内容）・対応状況

【総務課】
共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。

（１）契約事務について 【　検討中　】　　平成２４年　２月１４日
庁舎に関する全ての保守点検業務で、前年度契約と契約先、内容(仕

様)及び契約金額が同一のまま１者単独随意契約で行っていた。四日市
市物品調達等に関する運用基準では、業者選定は原則として競争入札で
行うこととなっているので、経済性、競争性の観点から適正な執行に改
めること。【是正事項】

機器設備の保守点検管理については、異常発生時等に即時に対応する
ことができるように、適正な管理体制が構築されている設置業者（又は
製造者）と随意契約をしていることから、現状では競争入札に移行する
ことは困難である。しかし、十分な価格交渉を行うことにより適正な契
約金額となるよう努める。
一方で、上記以外の管理業務については、特定の者と契約をする必然

性はないため、競争入札（見積合せ）への移行を検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年　５月２４日
機器設備が老朽化し、保守点検管理に要する費用も増加しているが、

個別の契約金額については前年度を上回らないように努めている。
また、機器設備の保守点検以外の管理業務２件について、見積合せに

移行・実施した。

【経営企画課】
共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。

平成２３年度　定期監査結果（指摘事項）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　平成２３年７月１２日から平成２３年７月１３日まで

１　監査の種類　　　定期監査及び行政監査
２　監査対象　　　　上下水道局
　　　　　　　　　　 （管理部）総務課、経営企画課、お客様センター、生活排水課
　　　　　　　　　　 （技術部）施設課・水質管理室・水源管理センター・日永浄化センター、水道建設課、水道維持課、下水建設課
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【お客様センター】
共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。

【生活排水課】
共通（１）文書管理について 【　措置済  】　　平成２４年　２月１５日
ア 起案文書（支出負担行為書、支出命令書、支出負担行為兼支出命令
書等の会計書類）に決裁日が漏れているものが散見された。四日市市文
書管理規程第２７条に基づき、決裁日を記入するよう改めること。
【是正事項】

起案文書の決裁日漏れはすべて改めるとともに、職員に対し周知徹底
を行った。

【施設課・水質管理室・水源管理センター・日永浄化センター】
共通（１）文書管理について 【　措置済　】　　平成２３年１２月２８日
ア 起案文書（支出負担行為書、支出命令書、支出負担行為兼支出命令
書等の会計書類）に決裁日が漏れているものが散見された。四日市市文
書管理規程第２７条に基づき、決裁日を記入するよう改めること。
【是正事項】

起案文書の決裁日漏れはすべて改めるとともに、職員に対し周知徹底
を行った。

共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。

【水道建設課】
共通（１）文書管理について 【　措置済　】　　平成２４年　２月　７日
ア 起案文書（支出負担行為書、支出命令書、支出負担行為兼支出命令
書等の会計書類）に決裁日が漏れているものが散見された。四日市市文
書管理規程第２７条に基づき、決裁日を記入するよう改めること。
【是正事項】

起案文書の決裁日漏れはすべて改めるとともに、職員に対し周知徹底
を行った。

共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。
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【水道維持課】
共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。

（１）契約事務について 【　措置済　】　　平成２４年　２月１５日
ア バックホー点検業務について、２台を同一期間で同一業者に別々に
１者単独随意契約を行っていた。経費削減も見込まれることから、今後
は契約を一本化するよう改めること。【是正事項】

この点検業務は、職員が漏水修繕工事を行うためのバックホーを毎年
点検するものであるが、修繕工事という事から緊急対応が多いため、今
後は契約を一本化に出来るよう契約の点検期間を考慮して２台が重複し
ないよう調整しながら発注をするよう改めることとした。

【下水建設課】
共通（２）臨時職員の雇用手続きについて 【　措置済　】　　平成２４年　２月　１日
臨時職員の雇用に関する決裁において、決裁日や雇用申請の認定日、

総務課の確認印が漏れているものが散見された。雇用手続きに不備がな
いよう適切な事務処理を行うこと。【是正事項】

決裁日や雇用申請の認定日、総務課の確認印漏れはすべて改めるとと
もに、職員に対し周知徹底を行った。
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４　監査結果報告　　平成２３年１１月２５日

監査の結果（意見） 措置（具体的内容）・対応状況

【総務課】
共通（１）目標管理の設定について 【　措置済　】　　平成２４年　５月１４日
課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡

便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】

平成２３年度、平成２４年度に業務棚卸表の活動指標を見直したこと
により、職員の目標がより明確化した。今後は係ごとに進捗管理を行
い、定期的に所属長に報告を行うこととした。

共通（２）委託契約について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と

長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】

機器設備の保守点検管理及びシステムの保守運用等は、それぞれの専
門性の高さから競争入札に移行することは困難であることが多いが、契
約内容の精査を行うとともに十分な価格交渉を行うことにより適正な契
約金額となるよう努める。
そのために、職員に内外の専門研修を積極的に受講させることで能力

の向上を図る。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
随意契約によらざるを得ないものについては、全庁的基準である「物

品、業務委託等随意契約ガイドライン」に基づき適正な契約となるよう
努めるとともに、外部の専門研修についても積極的に受講し、職員の資
質・能力向上に努めていきたい。

平成２３年度　定期監査結果（意見）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　平成２３年７月１２日から平成２３年７月１３日まで

１　監査の種類　　　定期監査及び行政監査
２　監査対象　　　　上下水道局
　　　　　　　　　　（管理部）総務課、経営企画課、お客様センター、生活排水課
　　　　　　　　　　（技術部）施設課・水質管理室・水源管理センター・日永浄化センター、水道建設課、水道維持課、下水建設課
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共通（３）財産管理について 【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日
土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、

品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】

土地・建物・設備の管理に関しては、上下水道局企業職員安全衛生委
員会等の指摘を受けながら安全管理に努め、必要な対策を講じている。
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう管理方法を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購
入要求の段階で厳格に判断するよう改めた。

共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
職員の健康管理等のために、日常業務の中で情報の共有化を図り各職

員が相互に応援体制をとれるよう配慮し、より一層の縮減に努めてい
く。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
職員の健康管理等のために、日常業務の中で情報の共有化を図り各職

員が相互に応援体制をとれるよう配慮し、より一層の縮減に努めてい
く。
【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日

イ 特に、厚生労働省の定めている過労死の労災認定基準(*)を上回る
勤務状況が見受けられるため、早急にこれを解消するための対応策を検
討すること。　【改善事項】
*過労死の労災認定基準：発症前１か月間に概ね１００時間以上又は発症前２か月

ないし６か月間に、１か月あたり概ね８０時間以上の時間外労働時間を過重業務の
評価の目安としている。

特定の職員に業務が集中しないよう、上下水道局企業職員安全衛生委
員会の時間外レポート等を活用し管理指導を行い、事務分担の見直しに
より時間外の平準化を図っていく。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
業務が集中している職員に対して、応援体制をとることで業務の平準

化を図っている。また、上下水道局企業職員安全衛生委員会の時間外レ
ポート等を活用し管理指導を行い、時間外の平準化を図っていく。

ア　時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】
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（１）接遇向上と技術研鑽の研修について 【　措置済　】　　平成２４年　４月　１日
職員の接遇向上について、職員研修所が主催する接遇研修に加え、職

場研修や外部研修等にも取り組んでいるが、依然として市政アンケート
の結果では、全庁的に接遇に対する評価は厳しいものがある。特に、上
下水道局の業務は、サービス業であり、また技術職が中心の職場である
ので、お客様への接遇の向上と職員の技術の研鑽が極めて重要である。
引き続き、接遇のレベルアップと技術の習得・向上に向けた研修の充実
を図ること。【改善事項】

上下水道局職員研修計画に基づき、接遇をはじめとし、服務規律、法
令順守等の研修を上下水道局全職員が受講できるよう複数回に分けて実
施し、職員の意識改革を図っている。
また、一定の上下水道技術を有する職員について、上下水道事業管理

者が技術の職に認定する制度を平成２３年４月１日から策定し、人材育
成や技術の維持、向上を図っている。

（２）下水路使用料について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
ア 滞納者の現状把握のために平成２３年度から現地調査及び訪問活動
を行うことは評価できるが、占用物件の全件調査は予定されていない。
使用料賦課の公平性の観点から、また行政財産の保全の観点からも早急
に全件調査を行うこと。【改善事項】

真の滞納者を見極め、公平な使用料賦課の実現に向け、現在、使用料
賦課対象者の物件現況把握（取り壊し等による使用廃止、使用権譲渡等
による名義変更など）のための全件調査を行い、その調査結果を管理用
台帳等に反映させる作業を進めている。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
全件調査を引続き行っており、特に悪質な滞納者を重点的に抽出し、

取り組んでいきたい。
【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日

イ 滞納整理を進めるには、各担当者の能力(知識、経験、判断)による
ところが大きいため、徴収手続きを具体的に示した「滞納整理マニュア
ル」を整備すること。【改善事項】

本市が今後開催する「担当者向け滞納整理マニュアル研修会」への参
加により研鑽を積み、全庁的な滞納整理推進の取り組みに沿ったマニュ
アル作成の実現に向け努力したい。
【　措置済　】　　平成２４年　６月２９日
　「下水路使用料滞納整理マニュアル」を作成した。

【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日
また、滞納整理をするにあたっては、目標や年間計画など、滞納整理

方針を策定して、より計画的に実施すること。【改善事項】
「滞納整理マニュアル」作成の中で、具体的な滞納整理方針を策定

し、計画的かつ戦略的な債権回収ができるように努めたい。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
滞納整理マニュアルを実効性のあるものとするために、滞納者に対す

る督促や催促を計画的に実施できるよう課内体制の整備に取り組む。

（３）負担金について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
日本水道協会三重県支部に対する負担金については、毎年、年会費の

合計額を超える繰越金があるので、引き続き、事業内容や会費の見直し
等を働きかけること。【改善事項】

日本水道協会三重県支部の役員会や総会の場において、事業内容の検
討や会費の見直しを含めたあり方について問題提起をしていく。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
日本水道協会三重県支部の役員会や総会の場において、事業内容の検

討や会費の見直しを含めたあり方について問題提起をしていく。
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【経営企画課】
共通（１）目標管理の設定について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡

便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】

　今後も公平でわかりやすい業務棚卸表の目標の見直しを検討していく
と共に、目標管理の取組み・工夫として各年次・業務毎に作成している
進捗管理表を活用していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年　８月２７日
平成２４年度に業務棚卸表の活動指標を見直したことにより、職員の

目標がより明確化した。今後は係ごとに進捗管理を行い、定期的に所属
長に報告を行うこととした。

共通（２）委託契約について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
会計システムの運用支援、機能追加業務等について、システム全体に

わたり詳細を把握している開発業者と１者単独随意契約を行っている。
これらの委託金額は現状でも精査を行っているが、さらなる職員の能

力の向上についても、今後努めていきたい。

【　措置済　】　　平成２４年　１１月　９日
今年度実施予定の会計システム機能追加業務については、専門性の高

さから競争入札への移行が困難なため開発業者と１者単独随意契約を予
定しているが、業務内容と委託金額の妥当性をこれまで以上に精査する
ため、ヒアリングを行い、実施計画・業務量など補足資料の提出を求め
るとともに、他自治体へ同種の業務に係る契約状況を調査するなど、業
務執行・管理能力と費用対効果の向上に努めた。

共通（３）財産管理について 【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう管理方法を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購
入要求の段階で厳格に判断するよう改めた。

　土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、
品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】

　業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と
長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】
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共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】

職員の健康管理等のために、日常業務の中で各職員が相互に応援体制
をとるとともに情報の共有化をはかるなど、より一層の縮減に努めてい
く。

【　措置済　】　　平成２４年１０月１日
企画計画係の担当業務の配分を見直すことで業務量の平準化を図り、

職員相互の応援体制の強化に努めた結果、緩やかではあるものの、前年
度上半期比で時間外勤務が縮減傾向に向っている。
下半期においても、上下水道局安全衛生委員会の統一様式「時間外レ

ポート」を活用し、職員の健康管理に努める。

（１）組織体制について 【　措置済　】　　平成２４年　４月　１日
平成２２年４月から、経営企画課長が企業出納員を兼務する組織体制

となっているが、内部牽制の観点や適正な業務処理量からすれば、兼務
体制には課題がある。したがって、企業出納員の任命について早急に人
事当局と協議し、適正な措置を講じること。【改善事項】

人事当局と協議を行った結果、平成２４年４月から、経営企画課長と
企業出納員の兼務が解かれ、企業出納員は別途任命されている。

（２）受水費の見直しについて 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
平成２１年度に県と受水料金の単価改定について協議を行ない、平成

２２年度からの受水料金は引き下げられ、受水費の軽減を図った。今後
とも各水系の料金改定に向け協議を行っていく。

【　継続努力　】　　平成２４年１０月１５日
三重県企業庁に対し、受水費の低減に向けた協議を行った結果、三重

用水系について本市・鈴鹿市・菰野町を対象とした受水市町意見交換会
が開催された。今後、料金低減に向けた協議を重ねていくこととなっ
た。
また、四日市市政懇談会において、四日市市選出の三重県議会議員に

受水料金の低減に係る要望書を提出し、陳情と説明を行うなど、受水料
金の削減に向けた取組を重層的に行った。

本市の水道水源は、地下水を原水とする自己水源のほか、年間総配水
量の３７％を木曽川用水系、三重用水系及び長良川水系からの受水に
よって賄っている。平成２２年度は木曽川用水系、三重用水系ともに単
価の引き下げがなされ収益性の改善につながったが、引き続き、県と責
任水量や契約単価等について協議を行い、最も効率的かつ効果的な受水
に努め、受水費を含めた費用の削減を図ること。【要望事項】

- 49 -



- 50 -

（３）各種計画等の策定について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
四日市市生活排水処理アクションプログラムをはじめ、多くの計画等

を外部委託で策定している。業務の効率化から外部委託もやむをえない
が、調査業務のみを外部委託し、計画そのものは職員が作成するなど、
各種計画等の策定を職員のスキルアップの機会としても活用されたい。
【要望事項】

現在、当課で主に国や県等との協議図書の作成を行う際の補助業務を
外部委託している。計画策定については職員によるワーキンググループ
等にて意思決定を行っており、今後とも各種計画等の策定をスキルアッ
プの機会として捉え活用していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１２月１２日
四日市市生活排水処理アクションプログラムの見直しについて、経営

企画課職員が原案を立案し、複数の局内メンバーで検討・協議を重ねて
策定した結果、生活排水処理対策に関して職員の理解度・課題解決能
力・政策提案能力などスキルアップにつながった。
今後とも、計画等の策定にあたっては、調査などの補助業務に限り外

部委託を活用するなど、業務の効率化と職員の能力向上との両立に意を
配しながら、事業運営を行っていく。

【お客様センター】
共通（１）目標管理の設定について 【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日

任務目的達成に向け、業務遂行における効率性向上、能力開発を目的
とした自己啓発など、職員の資質向上への取組みが強化される仕組みづ
くりを検討する。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
職員の資質向上への取組みを強化するため、特に新任職員向けに外部

研修の受講が可能となるよう、平成２５年度研修費の予算要求を行っ
た。また、職員研修所が実施する通信教育研修や資格取得奨励金制度に
ついて周知を行った。効率性向上への取組みとして、業務を遂行する中
で要改善事項を発見した場合、職員が業務改善内容を適宜提案できるよ
うな制度を構築し、この取組みの成果が任務目的達成につながるよう所
属長が管理、誘導していく仕組みづくりを検討していく。

　課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡
便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】
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共通（２）委託契約について 【　継続努力 】　　平成２４年　５月２５日
職員の法的専門能力、原価計算能力等を養成するため、必要に応じ能

力開発研修の受講を推進するよう努める。

【　継続努力 】　　平成２４年１１月２５日
職員の能力養成のため、必要に応じ能力開発研修の受講が可能となる

よう、外部研修の情報収集に努め、機会をとらえて受講を促すよう努め
る。

共通（３）財産管理について 【  検討中  】　　平成２４年　５月２５日
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう管理方法を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購
入要求の段階で厳格に判断するよう改めた。

共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　措置済  】　　平成２４年　３月　１日
ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】

システム更新を控え一時的に業務量が増加したため、時間外勤務が増
加した。業務の平準化を図りながら、時間外労働の抑制に努めることと
する。
なお、やむを得ず時間外勤務が連続する場合には、健康管理に留意す

るよう該当職員に指導している。
（１）未収金の管理について 【　措置済　】　　平成２４年　３月　１日
未収金の収納率向上策としてコンビニエンスストアでの納付や口座振

替の利用促進に加え、平成１５年度からは、滞納整理・収納業務を民間
委託化して収納率の向上を図っているが、一方で、徴収不能による欠損
処分額は年々増加の傾向にある。引き続き、公平性を確保した欠損処分
に留意するとともに、職員個々の徴収目標を明確にするなど徴収体制の
強化に努め、収入の確保を図られたい。【改善事項】

未収金の徴収体制の強化策として、職員間で業務棚卸表による目標の
共有化を図り、現年度及び滞納繰越分の未収状況について定期的な
チェックを行うこととした。また、初期滞納の早期解消を図り、未収金
の抑制に一層努めるよう委託業者に指示をした。加えて、大口累積滞納
者については、職員が直接交渉にあたり困難案件の解決を図る等の役割
分担を行いながら、効率的かつ効果的な取組みを実施することとした。
なお、欠損処分額は平成２２年度をピークに翌年度は減少している。欠
損処分にあたっては、引き続き公平性に留意する。

　業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と
長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】

土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、
品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】
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（２）業務棚卸表の指標について 【　措置済  】　　平成２３年　７月２９日
業務棚卸表において「水道料金の収納率を向上する」ための活動指標

として「停水の執行件数」としている。組織の目的とその目的を達成す
るための目標を具体的に記述した業務棚卸表の趣旨からして活動指標と
しては適正な指標ではないので、新たな活動指標の設定に改めること。
【改善事項】

平成２３年７月２９日作成の業務棚卸表から、活動指標を「停水の執
行件数」に変えて「現年度収納率」に改めた。

【生活排水課】
共通（１）目標管理の設定について 【　措置済　】　　平成２４年　３月３０日
課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡

便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】

毎月２回（原則１日と１５日）の課内会議（係長以上対象）におい
て、業務の進捗状況や課題を確認している。また、随時に係会議を開催
して職場モラルの向上に努めている。

共通（２）委託契約について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と

長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】

現行電算システム・料金システム等の機能追加業務委託等は、１者単
独随意契約となっている。契約に当たり、業務に関する知識やコン
ピュータの知識のほか、他の業種で同じような事例をどの様に処理して
いるかなど、幅の広い一般知識や、法律の体系に関する知識を深め、必
要になる情報を得るための情報検索能力等、交渉能力をたかめるよう努
める。こうしたＳＥ（システムエンジニア）能力を養成するため、幅広
い知識を得る機会を確保するよう努める。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
各種外部研修や全国・ブロック会議等への参加により職員の業務能力

養成を図った。さらに、職員の法的専門能力、原価計算能力等を養成す
るための外部研修等についても機会をとらえて受講を促すよう努める。

共通（３）財産管理について 【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう管理方法を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購
入要求の段階で厳格に判断するよう改めた。

土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、
品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】
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共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　措置済　】　　平成２４年　３月３０日
ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】

係の人員配置の見直し（浄化槽指導係から水洗化普及係へ事務職１名
移行）を図るとともに、業務配分を見直し、事業の平準化をすすめた。
今後も上下水道局安全衛生委員会の統一様式「時間外レポート」を活用
し、職員の健康管理に努める。

（１）補助金の交付について 【　措置済　】　　平成２４年　２月１５日
合併処理浄化槽設置整備事業補助金について、浄化槽法に基づき年１

回の法定検査を行うことを補助金交付の条件としているが、法定検査の
受検率が低いなか、交付条件が遵守されていない事例が見受けられる。
引き続き、法定検査の受検率の向上に努めるとともに、補助金の効果の
観点から、交付条件が完全に履行されるような方策を講じること。
【改善事項】

　補助金交付決定通知の際に、申請者自らが申請時に提出した法定検
査・保守点検の誓約文書のコピーを添付して、補助条件が履行されるよ
う意識づけしている。また、翌年度には一斉に、法定検査・保守点検等
の履行状況の報告書の提出を求め、履行指導のフォローアップをしてい
る。さらに、広報やシルバー人材センター委託の各戸訪問によって継続
的に指導、啓発に努めている。

（２）未収金の管理について 【　措置済　】　　平成２４年　３月　１日
滞納整理を進めるには、各担当者の能力(知識、経験、判断)によると

ころが大きいため、徴収手続きを具体的に示した「滞納整理マニュア
ル」を整備する必要がある。また、滞納整理をするにあたっては、目標
や年間計画など、滞納整理方針を策定して、計画的に実施すること。
【改善事項】

未収金の滞納整理については、職員間で取組みレベルの統一を図るた
め、平成２３年度に滞納整理マニュアルの整備を図ったところであり、
今後、当マニュアルに従い適切に取り組むこととする。滞納整理にあ
たっては、目標設定・管理票により計画的に実施していく。（お客様セ
ンター）

　
【施設課・水質管理室・水源管理センター・日永浄化センター】
共通（１）目標管理の設定について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡

便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】

平成２３年度の課別業務棚卸表の目標値を達成するため、係および個
人に対してもその目標値を周知し、目標の進捗状況を定期的（月に１回
程度）にミーティングなどで互いに確認し合い、情報の共有を行うとと
もに必要に応じて業務改善提言を導入しつつ目標管理と行政サービスの
品質管理を進める。

【　継続努力  】　　平成２４年１１月２５日
平成２３年度、平成２４年度に業務棚卸表の活動指標を見直したこと

から、職員の目標がより明確化した。今後は係ごとに進捗管理を行い、
毎月末に所属長に報告を行うこととした。
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共通（２）委託契約について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
１者単独随意契約であっても、契約前に社会情勢を加味しながら、契

約内容の見直しや見積り金額の精査を含めて各種の歩掛かりや必要に応
じた市場価格調査結果を基に設計を行い、契約の適正化に努めている。
こうした中、更なる職員の能力向上のための研修を継続的に行い、人財
育成に努めていく。
【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
職員の養成・資質、技能の向上を図るため、各種外部研修等に参加さ

せスキルアップを促した。今後も、外部研修等を受講させ能力向上に努
力する。

共通（３）財産管理について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
土地・建物・設備に関しては常時職員が巡視点検を実施しており、管

理日誌に記載し状況の把握に努めている。財産管理については、台帳と
現況との整合を図るべく、十分に注意を払っていきたい。また、備品等
についての台帳、チェック方法等については今後検討していきたい。な
お、劇薬・毒物薬品については毎月員数を確認し薬品台帳に記載してい
る。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう運用を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購入要
求の段階で厳格に判断するよう改めた。なお、劇薬・毒物薬品について
は毎月員数を確認し薬品台帳に記載している。

共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【施設課・日永浄化センター】【改善事項】

時間外勤務については、極力抑制するように努めているが、業務量の
増大により時間外が増えているため、健康管理に留意しながら、業務を
遂行するように指導している。また、業務量についても事務の仕事に比
べ、技術の仕事は専門的で平準化しにくい面があるが、情報の共有化を
図り、各職員が相互に応援体制が取れる組織づくり、効率的な事務の励
行に努める。
【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
特定の職員に業務が集中しないよう、上下水道局企業職員安全衛生委

員会の時間外レポート等を活用し管理指導を行い、事務分担の見直しに
より時間外の平準化を図っていく。

業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と
長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】

土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、
品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】
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（１）水質検査について 【　措置済  】　　平成　２４年　２月２１日
水道事業は、水の安定的な供給を通じて、市民の快適な暮らしを支え

ており、水源地、配水池や給水栓等の水質検査を定期的に実施してい
る。今後、より一層水質の安全性の確保に努め、市民が安心して水道水
が飲めるよう、水質情報の提供にも努めること。【要望事項】

水道法に基づき、前年度末までに作成した年間の水質検査計画を公表
している。その計画に基づき定期的に実施した水質検査を毎月、上下水
道局のホームページに掲載し、市民が安心して使用できる水道水である
ことの情報提供に努めている。
　今後も引続き分析技術の向上を図り、速やかな情報提供に努める。

（２）配水施設等の耐震化について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
配水池等の耐震化については、災害時におけるライフラインとしての

役割を確保することが極めて重要となっている。平成２２年度からス
タートした第２期水道施設整備計画に基づき、計画的な整備を図るこ
と。【改善事項】

平成２２年度からスタートした第２期水道施設整備計画に基づき、関
係各課と協議を行いながら計画的に耐震化を実施している。なお、接合
井については平成２２年度末をもって全ての耐震化が完了した。配水池
については平成２３年度末で２８池（内１池は統合）（１１２,３３５
㎥）のうち２２池（９８，８３５㎥）、容量比率で８８％が耐震化を完
了した。

【　措置済  】　　平成２４年１１月２５日
継続中の配水池については平成２１年度末で２７池（統合生桑配水池

は旧１号池と旧２号池を新１号池に統合したため２８池から２７池に変
更）（１１２,３３５㎥）のうち２４池（１０９,０６５㎥）、容量比率
で９７％が耐震化完了予定。残り３池については第２期水道施設整備計
画に基づき平成２８年度までに計画的に整備を行う。

（３）契約事務について 【　措置済  】　　平成２４年　１月２５日
水質毎日検査員の選任については、市内全域から均等に検査員を選任

するため、四日市消費者協会に推薦を依頼し契約を行っているが、口頭
により推薦を受けているだけで、文書で保存されていなかった。文書管
理の観点から、書面にて推薦に関する文書(依頼文書、推薦文書)を取り
交わすよう改めること。【改善事項】

水質毎日検査員の選任については、環境問題や食の安全について特に
意識の高い四日市消費者協会に「平成２４年度水道水質毎日検査員の選
出について」で協力依頼し、四日市消費者協会から、「選出について」
の報告を文書にて受理し、水道法に基づく適正な水質検査場所に選定し
た。
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【水道建設課】
共通（１）目標管理の設定について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日

平成２３年度から、任務目的達成に必要な基本的な手段を体系的に見
直しを図り、成果・活動指標を具体的に数値化し目標設定した。また、
係別の年間目標値（計画表）を設定し、目標管理を行い、任務目的達成
に向けて努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
業務棚卸表の成果・活動指標を数値化し目標設定したことにより進捗

状況の確認が明確に行えるようになった。引き続き係別の年間目標値が
順調に進むよう事務の効率化に努め、任務目的達成に向けて努力する。

共通（２）委託契約について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
業務委託契約の中に工事業務委託と設計業務委託があり、契約内容、

方法、金額等について、指導、交渉、理解、監督ができる職員の養成・
資質、技能の向上を図るため、研修等の参加により研鑽し、管理体制の
充実を図るよう努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
業務委託契約の内容、方法、金額等の精査について、職員の資質・技

能等のレベルアップのため複数の職員で議論し、契約内容等が妥当であ
ることを見極めての発注を心がけている。引き続き管理体制の充実に努
める。研修等の参加による研鑽は実現できなかったが、今後は、職員の
資質向上に向けて、研修等の参加に努める。

共通（３）財産管理について 【　検討中　】　　平成２４年　５月２５日
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう運用を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購入要
求の段階で厳格に判断するよう改めた。

土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、
品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】

業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と
長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】

課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡
便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】
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共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】

時間外勤務について、職員の健康管理から縮減に努めているが、事務
分担の見直しや日常業務において、各職員が相互に応援体制が取れる組
織づくりに配慮するとともに、課内、係会議により情報の共有化を図
り、効率的な事務の励行に一層努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
時間外勤務について、職員の健康管理から縮減に努めているが円滑な

事務遂行のため、事務分担の見直しや日常業務において、各職員が相互
に応援体制が取れる組織づくりに配慮するとともに、課内、係会議によ
り情報の共有化を図り、効率的な事務の励行に引き続き努力する。

【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
人事当局へ人員の継続要求や平成２３年度は再任用職員の増員による

正職員の業務負担の軽減を図る。また、事務分担の適正化、係間の応援
体制による平準化を徹底するとともに、一部外部委託により、業務の効
率化と省力化に努める。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
引き続き、人事当局へ人員の継続要求や平成２３年度は再任用職員の

増員による正職員の業務負担の軽減を図る。また、事務分担の適正化、
係間の応援体制による平準化を徹底するとともに、一部外部委託によ
り、業務の効率化と省力化に努める。

（１）鉛給水管布設替について 【　継続努力  】　　平成２４年　５月２５日
鉛給水管取替計画に基き、事業の効率化を図る、また、単価契約の積

極的な活用のほか、配水管布設替工事に併せて鉛給水管の取替を行い、
事業の進捗の向上に一層努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
鉛給水管取替計画に基き、事業の効率化を図る。鉛給水管が集中して

いる地区から事業を進めてきたが、今後は、鉛給水管が点在しているた
め、取替効率が低下していく状況の中で、単価契約方式にて事業を実施
し、事業の進捗の向上に一層努力する。

イ　特に、厚生労働省の定めている過労死の労災認定基準(*)を上回る
勤務状況が見受けられるため、早急にこれを解消するための対応策を検
討すること。　【改善事項】
　*過労死の労災認定基準：発症前１か月間に概ね１００時間以上又は発症前２か月
ないし６か月間に、１か月あたり概ね８０時間以上の時間外労働時間を過重業務の
評価の目安としている。

家庭等に引き込む給水管の一部に使用されている鉛管の取替について
は、平成１４年度から計画的に事業が進められているが、まだ、未処理
のものが多く残っている。その取り替えには多額の費用と期間が見込ま
れるが、水道水の安全性に対する市民の期待に応えるべく、引き続き、
更新計画に基づき、計画的かつ早期に鉛給水管の解消に努めること。
【要望事項】
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【水道維持課】
共通（１）目標管理の設定について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡

便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】

配水管の的確な維持管理により水道水の安定供給を図ることを目的と
し、有収率向上のため外部委託による漏水箇所調査を実施し、早期修繕
を行う。また、有収率向上が収益につながることの意識教育を行い、職
員の自己啓発により一層努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
有収率向上が収益につながることの意識教育を行い、月目標を外部委

託業者と協議し、早期修繕を実施するようにした。今後、収益向上のた
め漏水調査件数を増やし、早期発見・早期修繕により一層努める。

共通（２）委託契約について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
本課の業務委託契約は維持職務のため多種多彩であり、契約内容、方

法、金額等について、それに対応できる職員の養成・資質、技能の向上
を図るため、外部研修等の参加によりスキルアップを促し、管理体制の
充実を図るよう努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年　１１月２５日
職員の養成・資質、技能の向上を図るため、各種外部研修等に参加さ

せスキルアップを促した。今後も個々の職員能力に合った育成管理の充
実を図るため、外部研修を受講させ委託費の原価など意識・能力向上に
努力する。

共通（３）財産管理について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月１８日
土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、

品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】

機械、工具類などは品質保持、紛失の有無チェックのため、機械工具
点検表などで、週一回確認チェックを行っている。また、大型重機類は
年一回点検を行っている。
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　継続努力　】　　平成２４年　１１月２５日
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、品質について

も十分に注意を払っていきたい。また、機械、工具類などの備品や消耗
品についても品質保持、紛失の有無チェックのため、機械工具点検表な
どで、週一回の確認、大型重機類は年一回の保守点検を実施している。
今後においても、定期的に実査を行うとともに、その記録を文書として
残し、適切な管理に努める。

業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と
長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】
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共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
担当職務分担の平準化を図り、情報を共有することで協力し合える体

制づくりにより、時間外勤務を縮減するよう努力する。

【　継続努力　】　　平成２４年　１１月２５日
担当職務分担の平準化を図り、情報を共有するなど、また課内で協力

し合える体制により、時間外勤務を縮減するよう今後も引き続き努力す
る。

（１）漏水防止について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
有収率向上を図るため、漏水調査にて判明した箇所は早期修繕を行い

損失防止に努める。

【　継続努力　】　　平成２４年　１１月２５日
外部委託業者と早期修繕が実施できるよう施工体制、月目標設定を協

議しながら行ってきた結果、上期実績182件、前年度比率140％増であっ
た。今後、漏水調査件数を増やして早期発見・早期漏水修繕に一層努力
する。

【下水建設課】
共通（１）目標管理の設定について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日

適切な研修を実施するなど、職員への課の任務目標の理解を進めると
ともに、係単位で個人の目標設定、把握に努め、業務の進行管理を行う
ことにより、目標の達成度向上を図る。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
各職員が事業実施計画書の作成を行い、これに基づき係単位で進行管

理を実施している。今後も継続するとともに、達成度の検証を行ってい
く。

共通（２）委託契約について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
契約の締結に関し、契約や業務について内容の精査、検討を充分に行

うとともに、携わる職員の技能、知識等の向上を図るため、職場研修及
び外部研修に積極的に取り組むことにより、適切で効果的な委託業務の
実現に向けて努める。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
職場研修計画を立案し、その実施を図っている。また、下水道事業団

や三重県建設技術センターの開催する研修等に職員の派遣を行った。今
後も継続し、人財の育成に努める。

有収率の低下は、経済的価値のある水道水の損失であるとともに、貴
重な水資源が無駄になる。また、漏水、メータの不感等による場合は、
施設効率が高くても収益につながらないこととなるため、引き続き、漏
水調査や修繕の推進など漏水防止策に努め、より一層の有収率の向上に
努められたい。【要望事項】

　課別の業務棚卸表の目標設定の見直しとあわせて、係別、個人別に簡
便で身近な改善事項などの年間目標値を設定し、部内で月次進捗を確認
することにより、職場モラルの改善や自己啓発を促進するなど、目標管
理の取組み・工夫を実践すること。【改善事項】

業務委託契約の中で、特に１者単独随意契約にあっては、同一業者と
長期継続して契約しているため、契約内容・方法・金額等について検討
が十分でないもの、契約の相手方の見積書をそのまま契約金額としてい
るものなど、委託金額を精査する必要がある。そのため、①契約条項を
精査できる法的専門能力、②委託業務内容が妥当であるかを精査する技
術・技能的専門能力、③価格交渉を徹底するための原価計算能力などを
備えた人財を早期に養成すること。【改善事項】

ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】
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共通（３）財産管理について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
汚水管渠、雨水管渠の台帳については、電子化を進めており継続的に

データの整理、入力に努める。今後も引続き台帳システムを充実するこ
とで、良好な管理と維持に努める。
財産管理については、台帳と現況との整合を図るべく、十分に注意を

払っていきたい。また、備品等についての台帳、チェック方法等につい
ては今後検討していきたい。

【　措置済　】　　平成２４年１０月　１日
備品等についてのチェック方法を検討した結果、備品・消耗品につい

ては、不要な在庫を持たないよう、必要な時期に必要な分を購入するオ
ンデマンド方式による発注を原則とし、紛失や品質低下などが生じない
よう運用を改善し、上位職による必要性、金額の合理性の判断を購入要
求の段階で厳格に判断するよう改めた。

共通（４）労務管理の徹底と時間外勤務の縮減について 【　継続努力　】　　平成２４年　５月２５日
職員の健康管理の面から、時間外勤務について縮減に努めている。引

続き業務の見直しや、応援体制の拡充などを工夫し改善に努める。

【　継続努力　】　　平成２４年１１月２５日
公設汚水ます設置工事の単価契約について、業務量を精査し委託規模

の見直しを行うことで契約事務の業務量低減を実施した。今後も、改善
に努めていく。

ア 時間外勤務について、年間３６０時間を超える職員が多く見受けら
れた。職員の健康管理の面から、上下水道局全体で労務管理の徹底と業
務の効率化、省力化を図り、時間外勤務の縮減に向け改善すること。
【改善事項】

土地・建物・設備に関して台帳との員数突合とあわせて、安全管理、
品質、稼動状況、事故防止など保安上の問題がないか上位職による定期
的な現場での実査を徹底すること。また、備品・薬品・消耗品などにつ
いても台帳を整備し、上位職の抜き取りチェックによる紛失の有無や品
質保持の確認などの牽制を行うこと。なお、実査を行った記録（日時、
対象、員数、コメント、上司の確認印など）を文書にして残すこと。
【改善事項】
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